様式第１（第５条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　鹿児島市長　　殿

鹿児島市移住奨励金交付申請書

　鹿児島市移住奨励金交付要綱第３条に規定する要件を満たしていることを誓約し、同要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。

　１　申請者欄
	住所
	〒

	
	鹿児島市

	電話番号
	

	移住前の
住所
	

	フリガナ
	

	氏名
	
	生年月日
	年　　月　　日

	就業区分
	該当する場合は☑を記入
□週２０時間以上の無期雇用契約に基づく就業者
□個人事業主
□法人等の代表者又は役員
	該当する場合は☑を記入
□テレワーク



２　世帯員欄（申請者を除く）
	
	フリガナ
	続柄
	生年月日
	就業区分
(該当する場合は☑を記入)
	加算対象となる子(※)
〇を記入

	
	氏名
	
	
	
	

	１
	
	
	年　 月　 日　
	□週２０時間以上の無期雇用契約に基づく就業者
□個人事業主
□法人等の代表者又は役員
	

	
	

	
	
	
	

	２
	
	
	年　 月　 日　
	□週２０時間以上の無期雇用契約に基づく就業者
□個人事業主
□法人等の代表者又は役員
	

	
	

	
	
	
	

	３
	
	
	年　 月　 日　
	□週２０時間以上の無期雇用契約に基づく就業者
□個人事業主
□法人等の代表者又は役員
	

	
	

	
	
	
	

	４
	
	
	年　 月　 日　
	□週２０時間以上の無期雇用契約に基づく就業者
□個人事業主
□法人等の代表者又は役員
	

	
	
	
	
	
	


（※）本市に住民票を移した時点において１８歳に達する日以降の最初の３月31日までの間にある子

　３　申請額
　　　　　　　　　　　　　　子育て世帯　　１０万円＋加算対象となる子：　人×５万円
　　　　　　　　　　　円　　子育て世帯以外の世帯　　就業者：　　人×５万円

　４　添付書類
①「かごしま市ＩＪＵ倶楽部」会員証の写し
②個人情報の取扱いに関する同意書（様式第２）
③暴力団排除に関する誓約・同意書（様式第３）
④本市に住民票を移す直前に、連続して１年以上鹿児島県外に在住していることを確認できるもの（移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し）
⑤就業証明書（様式第４）又は就業していることを確認できるもの
⑥在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し（日本国籍を有しない場合のみ添付）

５　各種確認事項（該当する欄に○を付けてください。）

	１．本市が発行する「かごしま市ＩＪＵ倶楽部」会員証の有無について
	
	Ａ．有している 
	
	Ｂ．有していない

	２．移住直前の県外居住状況について
	
	Ａ．連続し１年以上県外に居住していた
	
	Ｂ．連続し１年以上県外に居住していない

	３．移住時点の年齢及び１８歳未満の子の有無について
	
	Ａ．３９歳以下又は１８歳未満の子がいる
	
	Ｂ．４０歳以上で、１８歳未満の子がいない

	４．交付申請時点の就業状況について
	
	Ａ．世帯員に就業者がいる
	
	Ｂ．世帯員に就業者がいない

	５．本市への定住意思について
	
	Ａ．意思がある
	
	Ｂ．意思がない

	６．町内会活動や地域コミュニティ活動への参加意思について
	
	Ａ．意思がある
	
	Ｂ．意思がない

	７．本市が実施する移住に関するアンケート調査等への協力意思について
	
	Ａ．意思がある
	
	Ｂ．意思がない

	８．本市への市税の納税状況について
	
	Ａ．完納してい　
　　る
	
	Ｂ．滞納がある

	９．暴力団等の反社会的勢力又は反社
会的勢力との関係の有無について
	
	Ａ．関係はない
	
	Ｂ．関係を有す
　　る

	10．生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の受給状況について
	
	Ａ．受給してい
　　ない
	
	Ｂ．受給してい
　　る

	11．鹿児島市移住支援金交付要綱に定める、同支援金の交付について
	
	Ａ．本人または
世帯員が交
付を受けて
いない（受ける予定はない）
	
	Ｂ．本人または
世帯員が交
付を受けて
いる（受け
る予定であ
る）

	12．（日本国籍を有しない場合のみ）
出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定める特別永住者のいずれかの在留資格の有無について
	
	Ａ．在留資格がある
	
	Ｂ．在留資格がない



※　各種確認事項の「Ｂ」に○を付けた場合は、交付対象となりません。
※　上記確認事項にかかわらず、移住の主たる理由が次のいずれかに該当する場合は交付対象となりません。
(1) 転勤、出向、出張、研修等での勤務地の変更による転入であること。ただし、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うテレワーク等での勤務地の変更の場合はその限りではない。
(2) 高等学校、高等専門学校、専修学校、大学等（以下「学校等」という。）卒業直後の就職による転入であること。
(3) 学校等への入学又は編入学による転入であること。


